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研究成果の概要（和文）： 

本研究は、申告所得公示制度（申告書に記載された課税所得額等を公示する制度）が果たして

きた役割およびその廃止の影響について、いくつかの観点から明らかにするものである。研究

を通じて、この制度によってもたらされる情報が、経営者の利益調整行動を反映していること

や日本の資本市場において有用であること等が確認された。さらに制度廃止後に経営者による

税負担削減行動がより積極的になったこと、および役員持株比率の増加に伴ってこのような行

動が抑制されること等も明らかにされた。 

 
研究成果の概要（英文）： 
We investigated the usefulness of the financial information provided by Taxable Income 
Announcement System(TIAS) and effects of the abolition of the system. We found that TIAS 
provided useful information for detecting earnings management and useful information to 
capital market participants. In addition, we found that corporate tax avoidance by 
Japanese firms increased after the abolition of TIAS. We also found that firms with greater 
managerial ownership exhibited less tax avoidance and that this effect strengthened 
following abolition.  
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１．研究開始当初の背景 
近年、税務関連情報に対する関心が高まっ

てきている。その代表的な情報が課税所得で
あるが、多くの国では申告所得（課税所得の
実績値）が公表されていないため、様々な誤

差が含まれるのを承知の上で、課税所得を納
税額等から推定しなければならない状況に
ある。そこで米国等では、このような税務関
連情報を公表すべきかどうかの議論が活発
になされるようになってきた。その中ではこ
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のような情報を公表した場合の潜在的なメ
リット・デメリットがいくつか示されている
が、具体的に検証することができないため、
これらが実際に起こりうるかについては不
明確である。 
その一方で、日本では 2006 年に申告所得

公示制度が廃止されるまで、課税所得の金額
が年 4,000 万円を超える企業について、課税
所得情報は直接的に利用可能であった。法人
税に限定すれば、この制度によって、確定申
告書または修正申告書の提出日から 3ヶ月以
内に、(1)法人の名称および納税地、(2)法人
代表者の氏名、(3)申告書に記載された課税
所得額、および(4)事業年度の開始日・終了
日が、当該税務署に提示されていた。このよ
うな申告所得公示制度の存在・廃止は、税務
関連情報公表の効果について実証的に検討
することを可能にする。 
課税所得の額が公開されていることは、経

営者の裁量的行動や利益等の持続性等を明
らかにするために税務関連情報を利用する
者に対して極めて有用となる一方で、情報が
利用されていることを意識している経営者
の裁量的行動を抑制すると考えられる。しか
しこれらについては研究開始当初の段階で
十分に明らかにされていなかった。特に申告
所得公示制度の廃止に伴ってどのような影
響が生じたかについては、ほとんど検討され
ていなかった。 
これらの点を明らかにすることは、課税所

得のような税務関連情報を公表すべきかど
うかを検討する上で重要な資料を提供する
だろう。本研究はこのような背景に基づいて
実施されることとなった。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、申告所得公示制度が果た

してきた役割をより詳細に検討した上で、こ
の制度の廃止が及ぼした影響について明ら
かすることである。前者の申告所得情報公示
制度の役割評価という論点については、主と
して、次のような問題を取り扱った。 
(1) 実績値としての課税所得関連情報が経営

者の利益調整行動を見抜くのに有用であ
るかどうかを明らかにする。 

(2) 実績値としての課税所得が株式リターン
の説明力を有するかどうかを明らかにす
るともに、これが制度の変更等の諸要因
によってどのような影響を受けるかを明
らかにする。 

また後者の制度廃止が与えた影響という
論点については、主として次のような問題を
取り扱った。 
(3) 2006年までの実績値が利用できる優位性

を活かし、課税所得推定方法について先
行研究を基礎としてより詳細に比較検討
する。 

(4) 公示制度廃止の前後で経営者の税負担削
減行動（適法、違法、あるいはそのグレ
ーゾーンにあるものを含むあらゆるタッ
クス・プランニング活動を通じて、課税
所得の減少や税支払額の削減を行うこ
と）や利益調整行動に変化がみられたか
どうかを検証し、公示制度が経営者の裁
量的行動の抑止力として機能していたか
どうかを明らかにする。 

さらに(4)の検討を行うためには、これま
で十分に検討されていない税負担削減行動
の指標の日本における特徴や有用性を検討
しなければならない。そこでこの点に関する
検討も併せて行った。 
 
３．研究の方法 
本研究を進めていく上で、まず研究代表者

及び研究分担者を目的の部分で示されてい
るような細分化した課題ごとに割り当て、そ
れぞれのチームが同時並行的に研究を進め
ていった。ただし課題間で関係する部分につ
いては、連携して検討した。 
本研究は主として実証的な研究方法を採

用しているが、まず課題ごとに関連する多く
の先行研究を詳細に検討した。税務の問題は、
国による税制の違いが大きく影響するため、
この点については分析方法の変更も含めて
特に注意深く検討された。また研究代表者及
び研究分担者の関連研究についても様々な
角度から再検討がなされた。さらに申告所得
公示制度の廃止の経緯を明らかにするため
に、税制調査会総会や小委員会の議事録等も
閲覧した。 
つぎにこれらの検討結果に基づいて、仮説

およびこれを検証するための分析方法が構
築された。分析に必要な財務データの多くは
研究代表者あるいは研究分担者の大学が所
有しているデータベースから入手した。 
 最後に、申告所得情報公示制度の役割およ
び制度廃止が与えた影響について実証的に
検討を行った。分析結果は、日本独自の要因、
すなわち確定決算基準、税制およびその改正
等を考慮して解釈されている。また学会発表
等で指摘を受けた部分や十分な知見が得ら
れなかった部分については、追加分析や分析
方法の見直し等を通じて、より深く検討を行
った。 
 
４．研究成果 
 本研究で得られた主な成果は次の通りで
ある。まず実績値としての課税所得関連情報
として会計利益と課税所得の差異（book-tax 
differences; BTD）をとりあげ、これと経営
者の利益調整行動の代理変数である裁量的
会計発生高との関係を分析した。その結果、
両者の間には統計的に有意な正の相関が見
られること等が明らかになった。加えて、連



 

 

結データによる推定課税所得を用いて分析
を行った場合にも、同様の結果が得られた。
これらは確定決算基準が採用され、会計利益
と課税所得が密接に関連している日本でも
BTD に利益調整行動の結果が反映されている
ことを示している。さらに、BTD には利益調
整行動の結果のみならず税負担削減行動の
結果も反映されていると指摘されることが
多い。そこで BTD、利益調整行動、税負担削
減行動と利益等の持続性の関連性について
検討を行った。その結果、米国の先行研究と
同様に利益増加型利益調整行動の結果とし
て生じた正の BTDの規模が大きい場合に利益
等の持続性が低下すること、および米国とは
異なり税負担削減行動の結果として生じた
正の BTDの規模が大きい場合にも利益等の持
続性が低下すること等が明らかになった。 
 つぎに実績値としての課税所得が株式リ
ターンの説明力を有するかどうかという問
題については、先行研究に基づき分析方法の
修正や追加分析を行うことにより、1998 年の
税制改正以降に課税所得の相対的・増分的情
報内容の有用性が高くなっていること、会計
利益と課税所得の関連性が相対的に弱いと
予想される企業・年度および会計利益の質が
低いと考えられる企業・年度で課税所得情報
の有用性が高まること等が明らかにされた。
これらの結果は、課税所得に経営者の裁量が
働く余地がより小さくなったと考えられる
1998 年の税制改正以降に課税所得情報の有
用性が高まっていることを示している。 
 さらに課税所得推定方法については、先行
研究を様々な角度からより詳細に検討した。
その結果、推定課税所得によって算出された
BTD が持続性低下の指標として有用となりう
ること、多くの米国の研究のように課税所得
を財務データから推定する際には、日本では
概ね 4%から 9%の誤差が含まれること等が確
認された。これらの結果は、先行研究の知見
を強化するものであった。 
 また公示制度廃止前後における経営者の
税負担削減行動の変化については、公示制度
が廃止されたことによって経営者による税
負担削減のコストが低下し公示制度廃止の
後に企業の税負担削減行動がより積極的に
なるという仮説を構築して、税負担削減行動
の指標として２種類の実効税率および BTDを
用いて分析を行った。その結果、公示制度廃
止後に企業の税負担削減行動がより積極的
になること、役員による株式保有の水準が高
まるにつれて税負担削減行動が抑制されこ
の効果が制度廃止後に強くなっていること、
銀行持株比率が高まるにつれて税負担削減
行動が抑制されるがこの効果が制度廃止後
に弱まっていること等が明らかになった。 
最後に、税負担削減行動の様々な指標の日

本での特徴や有用性の検討を行った。まず理

論的に、様々な指標の算出方法や特徴が整理
され、日本企業のデータに適用する際の留意
点として、キャッシュ実効税率を適用するこ
とは分母・分子の期間的対応が崩れるという
深刻な問題を生じさせること、日本における
残余 BTDの有効性は十分に明らかにされてい
ないこと、および裁量的永久差異（DTAX）を
利用する際に日本の制度やデータの利用可
能性の観点からコントロール変数の十分な
検討が必要であること等が示された。さらに
指標の一つとして長期カレント実効税率を
取り上げ、連結データを用いて、その日本に
おける特徴を明らかにした。分析の結果、米
国ほど（短期）カレント実効税率との差が見
られないこと、規模、収益性、負債比率お
よび業種等が長期カレント実効税率の大き
さに影響を及ぼしていること等が明らかに
なった。 
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